
　◎４２条２項道路のとき

　

・

Ｂ

　　底辺２ｍの二等辺三角形

Ａ

市道 ５．００

① 道路の交わる角度が １２０度未満　のとき 左記①②の他

道路として築造しないものを除く

② Ａ＝　道路に接する長さ 　　　道路として築造したときに緩和

★安全条例第２条による隅切り
幅員がそれぞれ６ｍ未満の道路が交わる角敷地で
道路の交わる角度が１２０度未満のときに必要

　Ａが　Ｂの　1／3　以上のとき

建蔽率の角地緩和＝プラス１０％について

◎敷地面積に入る

●上記、二つの条件に当てはまるとき、建蔽率の角地緩和＝プラス１０％になります。

0.65 0.65

（法５３条第３項第２号、都施行細則第２１条）

道路状に整備　（建築制限あり）

Ｂ＝　周長（まわりケン）

★安全条例による隅切り
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